
◆  一括有期事業報告書（建設の事業）の書き方 （平成 27年 4月 1日以降に開始した工事について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業開始時期 請負金額の記載方法 暫定措置の適用 

～平成 25年 9月 消費税（5％）を含む額を記載 なし 

平成 25年 10月～平成 27年 3月 消費税（8％）を含む額を記載 請負金額に 105/108を乗じた額も記入 

平成 27年 4月～ 消費税を含まない額を記載 なし 

① 平成 27 年 4 月 1 日以降に開始した工事については

請負代金の額を、「消費税を除いた額」

でご記入ください。 

※ただし平成 27 年 4 月 1 日以前に開始した工事につい

ては消費税込の額を記入しますのでご注意ください。 

② １件が５００万円以下の雑小工事は、同一業種毎に

まとめて掲載していただいてもよいです。 

※請負金額の記入にあたっては平成 27年 3月以前の受注工事完了がある場合は下記の記載方法をご確認ください。 

③ 平成30年4月 1日以降の労務費率は次ページの通りです。 

 


